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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年６月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 不明（平成２７年９月４日 １２時００分ごろ～８日 １１時４５分

ごろの間） 

発生場所 不明（沖縄県久米島町久米島南西方沖） 

事故の概要 漁船海
かい

修
しゅう

丸は、航行中、転覆した。 

海修丸は、船長が死亡し、主機等に濡損を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年９月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため、行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 海修丸、９.７トン 

 ＯＮ２－０６３５（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９８ｍ（Lr）×３.２１ｍ×１.２８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２０５.９５kＷ、昭和５９年１０月９日 

 第２９４－１１６６１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成５年９月２９日 

  免許証交付日 平成２５年１０月２２日 

         （平成３０年１１月１７日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 主機等に濡損 

 気象・海象  

 

気象： 

 久米島灯台から東南東方約４海里（Ｍ）に位置する久米島特別地域

気象観測所の観測値は、次のとおりであった。 

 

日付 

 

時刻 

(時：分) 

平均 最大瞬間 

風向 風速

(m/s) 

風向 風速

(m/s) 

９月４日 09:00 西北西 3.4 北西 5.7 

  ５日 09:00 南 3.8 南 6.3 
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  ６日 09:00 南西 4.9 南西 9.6 

  ７日 09:00 北北東 3.4 北 5.8 

  ８日 09:00 北北東 2.9 北東 6.4 

海象：海面水温 約２９℃（気象庁 日別海面水温における観測値） 

 気象庁の沿岸波浪図によれば、沖縄島沖（東シナ海側）沿岸代表点

（久米島灯台から東北東方約４５Ｍ）における有義波*1 及び風の推算

値は、次のとおりであった。 

 

日付 

 

時刻 

(時:分) 

有義波 風 

波向 周期 

(秒) 

波高 

(ｍ) 

風向 風速

(m/s) 

９月４日 09:00 西北西 4 0.8 北西 5.7 

  ５日 09:00 北北西 6 0.5 南西 2.6 

  ６日 09:00 西北西 6 1.2 西南西 9.8 

  ７日 09:00 北西 9 1.2 北西 4.6 

  ８日 09:00 北北東 6 1.5 北北東 8.2 
 

事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、平成２７年９月３日朝、操業と

‘外国漁船の操業状況についての調査業務’（以下「本件業務」とい

う。）の目的で、沖縄県那覇市泊漁港を出港した。 

本船が所属する漁業協同組合は、船長から９月４日１２時００分ご

ろに久米島灯台から２２９°（真方位、以下同じ。）５１.０Ｍ付近に

いる旨の定時連絡を受けたが、その後、定時連絡を受けていなかっ

た。 

本船が所属する漁業協同組合は、９月８日０８時４０分ごろ、本船

に無線で呼出しを依頼した漁業無線局から応答がない旨の報告を受

け、海上保安庁に捜索を要請した。 

本船は、１１時４５分ごろ、久米島灯台から２５２°１８.５Ｍ付

近において、無人で転覆しているところを捜索中の海上保安庁の航空

機に発見された。 

船長は、１８時０２分ごろ捜索に当たっていた巡視艇により久米島

灯台から２７３°１９.７Ｍ付近において、漂流しているところを発

見され、その後、溺死と検案された。 

本船は、引船で久米島町兼
かね

城
ぐすく

港浜崎地区にえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船が所属する漁業協同組合担当者によれば、次のとおりであっ

た。 

(1) 本船は、北緯２６°以南で本件業務を行う予定であった。 

(2) 本船は、船体等に衝突の痕跡は見られなかった。 

                             
*1  「有義波」とは、ある地点で連続する波を観測したとき、波高の高い方から順に全体の１／３の個数の波を選

び、これらの波高及び周期を平均したものをいう。 
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(3) 船長は、出航前、不調を訴えていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

本船は、久米島南西方沖において、船長が４日１２時００分ごろ定

時連絡を行った後、８日１１時４５分ごろ無人で転覆しているところ

を発見されたことから、この間において、転覆したものと考えられる

が、転覆に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

船長は、溺死した。 

船長は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

船長の救命胴衣の着用状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、久米島南西方沖において、転覆したことにより

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・防水型携帯電話等を常に携帯し、落水した際の連絡手段を確保し

ておくことが望ましい。 

 ・ＰＬＢ（携帯用位置指示無線標識）を携帯することが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転覆した本船が

発見された場所 沖縄島 

４日１２時００分ごろ

定時連絡を行った場所 

沖縄県久米島町

久米島 

船長が発見
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